
消費者安全法の事故情報の通知制度等について
～消費者事故対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告を含む～

【別添資料】

消費者庁消費者安全課



事故情報の集約・発信

消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約し、分析）→

消費者の生命・身体に係る事故発生

※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製
品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象と
なっているもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）

事業者 医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データバ
ンク参画機関

事故情報
の提供

事故情報
の提供

消費生活用製品安全法
に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
PIO-NET情報
（全国消費生活情報
ネットワークシステム）

関係省庁・地方公共団体等

事故情報のWeb掲載等
・定期公表
・事故情報データバンク

注意喚起情報の公表等

マスメディア 地方公共団体 事業者団体/
会員企業

周知依頼
対応要請
周知依頼等記者発表

SNS

子ども安全メール閲覧

消費者安全調査委員会
(生命身体事故等の原因を調査)

調査の申出

報告書等の
公表

消費者相談窓口
国民生活センター

消費生活センター等

消費者安全法に基づく通知
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消費者安全法の通知制度

国の行政機関や地方公共団体に対して、消費者事故等の発生の情報を得たときに、
内閣総理大臣（消費者庁）への事故の情報について通知を義務付けるもの

【趣旨】
消費者庁設立前に、消費者事故等に関する情報が、各行政機関に個別に保有され、共有できるものに

なっていないという課題の指摘を踏まえ、消費者事故等に関する情報を消費者庁に集約し、分析する体
制を整備（2009年）し、消費者事故の重大性や拡がりについて、早期に把握し適切な対応につなげる

○ 重大事故等※の通知 （※死亡、30日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等）

行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、

重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に

対し、その旨及び当該重大事故等の概要を通知しなければならない。
（消費者安全法第12条第１項）

○ 消費者事故等（重大事故等を除く。）の通知
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故

等（重大事故等を除く。）が発生した旨の情報を得た場合であって、（略）被害が拡

大し、又は同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、

内閣総理大臣に対し、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要を

通知するものとする。

（消費者安全法第12条第２項）
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消費者安全法における消費者事故等 3

生命身体事故等（第５項第１・２号） 財産に関する事態（第５項第３号）

重大事故等（第７項） 多数消費者財産被害事態（第８項）

※ 消費者による商品・製品・施設・役務（サービス）の使用又は利
用において次の事案が該当
■ 消費者の生命・身体について一定程度の被害が発生した事案

・死亡
・治療に１日以上かかる負傷、疾病
・一酸化炭素中毒

※ 消費安全性を欠く商品又は役務等の消費者による使用等が行
われた事態であって、上記のような被害が発生するおそれのある
もの

■ 生命身体事故等のうち、被害が重大なもの
・死亡
・治療に30日以上かかる負傷
・内閣府令で定める程度の身体障害が残る負傷、疾病
・一酸化炭素中毒

■ 重大な生命身体事故等が発生するおそれのあるもの
・製品、役務の使用等における火災、窒息等の発生

※ 虚偽又は誇大な広告等消費者の利
益を不当に害し、又は消費者の自主
的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れのある行為が事業者により行われ
た事態

※ 財産に関する事態のうち、一定
の行為が事業者によって行われる
ことにより、多数の消費者の財産
に被害を生じ又は生じさせるおそ
れのあるもの

消費者事故等（第２条）



市町村都道府県

総務省消防庁各
省
庁
で
集
約

通知

文部科学省 厚生労働省 警察庁

【食中毒・健康食品】

通知 通知

重大事故等の通知（イメージ） 4
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通知
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【商品等】

• リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生

• ウェアラブル端末（リストバンド型、充電式）を装着して就寝していたところ、発火し、手首に火傷

• 使用者が除雪機（歩行型）の回転部（オーガ）に巻き込まれた状態で発見され、死亡を確認

• 乳児を１人でベビーバウンサー(乳児用の揺りかご椅子)に寝かせていたところ、当該製品の幌(ほ
ろ)が当該乳児の顔を覆い、死亡

• 調理中にスプレー缶（食用オリーブオイル)を使用したところ、ガスこんろの火が引火し、周辺を焼損
する火災が発生し、１名が火傷

• 健康食品を摂取したところ、じんましんを発症

【役務】

• 海上アスレチックのエア遊具において、床マットに飛び降りたところ、右大腿骨頸部骨折の重傷

• 中学校の校舎に取り付けた縦どいが外壁から外れ、落下した一部が通行中の生徒に当たり右足
の指を骨折

• 遊園地において、施設従業員が利用者への命綱の装着を忘れたため、当該利用者が遊戯施設か
ら落下し、搬送先の病院で死亡

• エステ店において、脱毛の施術を受けたところ、機器の部品が利用者の胸元に落ち、Ⅱ度の火傷

• 介護施設において、職員がベッドの角度を上げる際に、利用者の右手首を柵とベッドの間に挟み、
右前腕部骨折の重傷

• 保育施設において、職員がおむつ台の上に幼児を立たせ、目を離した際に台から転倒し、右眼窩
上縁骨折の重傷

通知された重大事故等の例

※ いずれの事例も通知の時点において調査等により事実関係が確認されたものではな
く、消費者庁として事故原因等を確定したものではない。
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総務省勧告（消費者事故対策に関する行政評価・監視）概要（抄） 6



総務省勧告（消費者事故対策に関する行政評価・監視）概要（抄） 7



消費者事故等に該当

該当せず

該当せず該当せず

消費者の生命又は身体に被害が発生したか？

被害が発生している

被害の程度は次のいずれかに該当するか？
・死亡
・治療に１日以上要する負傷・疾病
・一酸化炭素中毒

商品等・役務が消費安全性（＝消費者により使用等さ
れる時点において通常有すべき安全性）を欠くことが
明らかか？

商品等・役務が消費安全性を欠くことにより
生じた事故ではないことが明らかであるか？

Yes NoNoYes

被害は発生していない
（おそれ事案）

No Yes

事業者が提供する商品等・役務の消費者による使用又
は利用か？

該当せずNo

次のいずれかに該当する消費者の生命・身体に被害が
生じるおそれのあるものか？
・安全基準不適合
・飲食物以外の物品等の異常
・飲食物の異常
・窒息その他の著しい危険

Yes

該当せず

Yes No

No

【参考】消費者事故等の該当性判断（担当者向け）

消費者事故等該当性の判断について（イメージ）
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